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   公益財団法人日本高等教育評価機構短期大学機関別認証評価に関する規程 

 

 （目的） 

第１条 本規程は、定款第４条の規定に基づき、公益財団法人日本高等教育評価機構

（以下「本機構」という。）が短期大学機関別認証評価（以下「短大評価」という。）

を行うために必要な事項を定める。 

 

 （短大評価の目的） 

第２条 本機構が行う短大評価は、以下の各号を主たる目的とする。 

 (1) 各短期大学が行う自己点検・評価の結果分析を踏まえ、評価機構が定める短大

評価基準に基づき、教育研究活動等の総合的な状況を評価するとともに、自己点

検・評価の検証を行い、各短期大学の自主的な質保証の充実を支援すること 

 (2) 各短期大学が教育研究活動等の総合的な状況を適切に社会に示すことにより、

広く社会の支持を得ることができるように支援すること 

 (3) 各短期大学の個性・特色に配慮した評価を行うことにより、各短期大学の個性・

特色ある教育研究活動等の自律的な展開を支援・促進すること 

 

 （短大評価の対象） 

第３条 完成年度を経た短期大学を評価の対象とする。 

 

 （実施体制） 

第４条 本機構は、短大評価の判定及び評価システム等の審議を行うために、定款第

４１条の規定に基づき、短期大学評価判定委員会（以下「短大判定委員会」という。）

を設ける。 

２ 前項の短大判定委員会については、短期大学評価判定委員会規程で定める。 

３ 本機構は、短大評価を行うために、短期大学評価員規程第３条に基づき、評価員

を委嘱する。 

４ 前項の評価員に関する事項は、短期大学評価員規程で定める。 

５ 評価員及び判定委員は以下の各号に掲げる当該短期大学の短大評価業務には従事

できないものとする。 

 (1) 当該短期大学（同法人の大学を含む）の卒業者 

 (2) 当該短期大学に専任、又は兼任として在職（就任予定を含む）し、あるいは５

年間以内に在職していた場合 

 (3) 当該短期大学に役員として在職（就任予定を含む）し、あるいは５年間以内に

在職していた場合 

 (4) 当該短期大学の教育研究又は経営に関する重要事項を審議する組織に参画、あ

るいは過去５年間以内に参画していた場合 

 (5) 当該短期大学の競合する近隣の短期大学の関係者 

 (6) その他本機構で不適正と認める者 
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 （申請） 

第５条 短大評価を申請する短期大学は、本機構理事長宛に申請書を提出するものと

する。なお、様式は別に定める。 

２ 本機構は、評価申請短期大学より短期大学機関別認証評価申請書が到着後、正当

な理由がある場合を除き、速やかに、認証評価申請受理通知書を送付しなければな

らない。 

 

 （短大評価の中止） 

第６条 当該短期大学は、特別な事由により短大評価が継続できない場合、本機構理

事長の承認を得て短大評価を中止することができる。 

２ 前項の申入れは、文書により本機構理事長宛に行うものとする。 

３ 本機構は、正当な理由がある場合は、短大評価を中止することができる。 

４ 前項により短大評価を中止した場合は、当該短期大学宛文書により通知する。 

 

 （調査報告書案の作成等） 

第７条 短期大学評価員規程第３条により委嘱された評価員で構成される評価チーム

は、当該大学の実地調査最終日までの大学全体の状況を踏まえて、調査の結果をま

とめた調査報告書案を作成し、短大判定委員会に提出する。 

 

 （調査報告書案の通知） 

第８条 短大判定委員会は、評価チームから提出された調査報告書案を、当該短期大

学に通知する。 

 

 （調査報告書案に対する意見申立て） 

第９条 当該短期大学は、調査報告書案に対して意見申立てがある場合、通知を受け

た日から原則２週間以内に本機構に対し、意見の申立てを行うことができる。 

２ 前項の意見申立てを行う短期大学は、本機構理事長宛に意見申立て文書を提出す

るものとする。なお、様式は別に定める。 

 

 （評価報告書案の作成） 

第１０条 短大判定委員会は、調査報告書案及び、当該短期大学からの意見申立てが

ある場合、その内容を踏まえて、評価報告書案を作成する。 

２ 短大判定委員会は、短大評価結果について審議する場合、当該短期大学の評価チ

ーム団長より調査結果報告を聴くことができる。 

３ 評価報告書案は、「認証評価結果」、「総評」、「基準ごとの評価」で構成するものと

する。 

４ 前項の「認証評価結果」は「判定」、「基準ごとの評価」は基準ごとに「評価結果」、

「理由」に加え、基準項目ごとの「評価結果」、「理由」、「優れた点」、「改善を要す

る点」及び「参考意見」で構成するものとする。 
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 （評価報告書案の通知） 

第１１条 短大判定委員会は、評価報告書案を当該短期大学に通知する。 

 

 （評価報告書案に対する意見申立て） 

第１２条 当該短期大学は、評価報告書案に対して、意見申立てがある場合、通知を

受けた日から原則２週間以内に本機構に対し、意見の申立てを行うことができる。 

２ 前項の意見申立てを行う短期大学は、本機構理事長宛に意見申立て文書を提出す

るものとする。なお、様式は別に定める。 

３ 短大判定委員会は、当該短期大学より意見申立てがあった場合、再審議を行う。 

４ 評価報告書案のうち、「保留」、「不認定」その他に対する意見申立ての審議は、短

期大学意見申立て審査会で審議を行ったうえで、短大判定委員会において最終的に

判定結果を決定する。 

５ 短期大学意見申立て審査会については、短期大学意見申立て審査会規程で定める。 

 

 （評価報告書案の承認） 

第１３条 短大判定委員会は、評価報告書案を理事会に提出し、理事会の承認を得る。

ただし、理事会の承認の際には、第４条第５項で定める当該短期大学の関係者はこ

れに加わらないものとする。 

 

 （評価報告書の公表等） 

第１４条 本機構は、理事会の承認を得た当該短期大学の評価報告書を、理事会承認

後、３週間以内に当該短期大学に送付する。 

２ 本機構は、短大評価結果を評価結果報告書にとりまとめ、文部科学大臣へ報告す

る。 

３ 本機構は、評価結果報告書を刊行物やインターネット等の適切な方法で社会に公

表する。 

 

 （再評価） 

第１５条 短大評価結果が、保留とされた短期大学は、指定の期日までに、基準を満

たしていないと判断された原因等となった事項について、再評価を受けることがで

きる。 

２ 再評価を申請する短期大学は、本機構理事長宛に申請書を提出するものとする。

なお、様式は別に定める。 

３ 再評価の審議は、短大判定委員会が行い、「適合」又は「不適合」の短大評価結果

を決定する。 

４ 前項の結果は、理事会で承認を得るものとする。 

５ 再評価の結果は、当該短期大学に通知するとともに、文部科学大臣に報告し、刊

行物やインターネット等の適切な方法で社会に公表する。 

６ 再評価の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
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 （改善報告書等の公表及び提出） 

第１６条 短大評価結果が「適合」とされた短期大学のうち、「改善を要する点」とし

て指摘があった場合は、改善報告書等の公表及び提出を当該短期大学に求める。 

２ 前項の改善報告書等の公表及び提出が求められた短期大学は、「適合」の認定を受

けた翌年度４月１日から起算して３年以内に改善報告書等を当該短期大学のホーム

ページに公表するとともに、短大評価判定委員長宛に提出するものとする。 

３ 第１項の改善報告書等の公表及び提出の受付期間は前項の公表及び提出期限内の

毎年７月の１か月間とする。 

４ 第１項の改善報告書等については、改善報告等審査会で審議した結果を短大判定

委員会に提案し、最終結果を確定したうえ、当該大学に通知する。 

５ 改善報告等審査会については、改善報告等審査会規程で定める。 

 

 （「適合」の取消し） 

第１７条 短大評価結果が「適合」とされた短期大学が、認証評価終了後に、虚偽報

告や事実の隠蔽等重大な社会的倫理に反する行為が意図的に行われていたことが判

明した場合、短大判定委員会の審議を経て、理事会の議決により「適合」の判定の

取消し等を行うことができる。 

 

 （評価の周期） 

第１８条 本機構の短大評価の周期は、評価実施年度から起算して７年以内ごととす

る。 

 

 （改廃） 

第１９条 この規程の改廃は、短大判定委員会の議を経て理事会が決定する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。（平成２４年３月２６日理事会議決） 

 


